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笑顔あふれる 安心して暮らせる
保健福祉都市をめざして

～地域包括ケアシステムの深化・推進を図り
高齢者が安心して生活できる福祉の充実～

第７期介護保険事業計画の検討事項（重点事項）等について

１ 第７期介護保険事業計画の将来目標、基本理念及び基本目標について

《 将来目標 》

《 基本理念 》

《 基本目標 》

資料 ６

理念１
介護給付等対象
サービスの充実、
強化及びサービ
スの質の向上

理念２
在宅医療と介護
の連携による継
続的な支援体制
の構築

理念３
保健福祉サービ
ス体制の整備に
よる予防と自立
支援・重度化防止

理念４
日常生活を支援
する体制の整備

目標１ 健康づくりと介護予防の推進
健康づくりと、介護を必要としない自立した生活の維持に向けて、特定健康診査や各種

がん検診等を効果的に活用するとともに、一人ひとりの健康管理を支援する相談・教育事
業を推進します。また、効果的な予防と自立の支援に向けて、人と人のつながりを通じて
介護予防が図れる地域づくりを推進するとともに、心身の状況に合った各種介護予防事業
を推進します。

目標２ 多様な社会参加・生きがいづくりの促進
活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者自身が生きがいをもち、地域社会の

中で自らの経験と知識を生かして積極的な役割を果たせる地域づくりが重要です。
そのため、スポーツ・レクリエーション、生涯学習、就労、高齢者の支え手、世代間交

流など、様々な分野での社会参加・生きがいづくりを促進するとともに、気軽に外出でき
る環境整備など、高齢者が地域で生き生きと暮らせるよう支援を行います。

目標３ 高齢者の自立的な暮らしの支援
高齢者の多くが、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することを望んでいます。
介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活が送れるよう、適切な

介護保険サービスの提供を行います。
また、安心して在宅での生活を継続していくためには、介護保険サービスのほか、住環

境を始めとする様々な生活支援に関する福祉サービスや介護者への支援等も必要とされ
るため、高齢者の生活実態や生活環境に基づいた効果的な福祉サービスの提供を行いま
す。

目標４ 高齢者や介護者を地域ぐるみで支える仕組みづくり
認知症や身体機能の低下がみられる方等の増加に対応して、地域の方の見守りや手助け

が一層重要となり、日常の様々な場面で、他人事ではなく我が事として住民等が主体的に
地域づくりへ参加し、縦割りでなく、分野をまたがっての支援が行われる「我が事・丸ご
と」の地域福祉推進の理念に基づく地域づくり、包括的な支援体制づくりが求められてい
ます。
高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できるためには、地域社会全体で包括的な支

援体制を築く必要があり、高齢者や介護者を地域全体で切れ目なく支えていくため、地域
の住民、医療、介護、福祉関連の機関・団体等の分野を超えた連携により、地域包括ケア
システムの深化・推進を図ります。また、災害や犯罪などから高齢者を守る安心・安全な
まちづくりを進めます。
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２ 検討事項（重点事項）

（１） 介護基盤の整備について（計画書Ｐ７６－８１）

ア 施設サービスについて

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院につ

いては、第６期介護保険事業計画を踏まえ検討した結果、第７期介護保険事業計画

の期間中においても、原則、新たな整備を行わないこととしています。

また、特定施設等についても、原則、新たな整備を行わないこととしています。

施設サービスの整備一覧（※事業計画より抜粋）

イ 地域密着型サービスについて

地域密着型サービスについては、これまでに地域密着型通所介護や認知症対応型

共同生活介護など１５のサービスを整備してきました。

このうち、「小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）」及び「看護小規模多機能

型居宅介護」については、第７期介護保険事業計画において「需要の動向や参入事

業者の動向を踏まえ、整備の必要性を検討する。」としていることから、介護サー

ビス事業者にアンケート調査を実施し、整備の必要性等について検討します。

地域密着型サービスの整備一覧（※事業計画より抜粋）

Ｈ30 年度

2018 年度

Ｈ31 年度

2019 年度

Ｈ32 年度

2020 年度

介護老人福祉施設
（大規模特別養護老人ホーム）

か所数 13 13 13
定員数 1,300 1,320 1,320

介護老人保健施設
か所数 3 3 3
定員数 301 301 301

介護療養型医療施設及び介護医療
院

か所数 － － －
定員数 － － －

（介護予防）特定施設入居者生活
介護（介護付き有料老人ホーム）

か所数 3 3 3
定員数 102 102 102

軽費老人ホーム（ケアハウス）
か所数 2 2 2
定員数 98 98 98

住宅型有料老人ホーム
か所数 1 1 1
定員数 15 15 15

Ｈ30 年度

2018 年度

Ｈ31 年度

2019 年度

Ｈ32 年度

2020 年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 か所数 － － －
夜間対応型訪問介護 か所数 － － －

地域密着型通所介護
か所数 9 9 9
定員数 98 98 98

認知症対応型通所介護
か所数 1 1 1
定員数 12 12 12

★小規模多機能型居宅介護
か所数 1 1 1
定員数 18 18 18

認知症対応型共同生活介護
か所数 3 3 3
定員数 45 45 45

地域密着型特定施設入居者生活介
護（小規模有料老人ホーム）

か所数 － － －
定員数 － － －

地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護
（小規模特別養護老人ホーム）

か所数 1 1 1

定員数 29 29 29

★看護小規模多機能型居宅介護
か所数 － － －
定員数 － － －
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（２） 介護予防・日常生活支援総合事業について（計画書Ｐ４９）

平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、これまで介護

予防給付として実施してきた訪問介護及び通所介護については、総合事業に移行し

ました。また、自治体ごとに従前の訪問介護及び通所介護の基準を緩和したサービ

スが実施できるようになったこととともに、住民主体による支援や保健・医療の専

門職が短期集中で行うサービスなど、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対して、

自治体ごとに多様なサービスを提供できるようになりました。

市では、現在、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に相当するサービス

に加え、指定基準を緩和して実施する生活援助中心型の訪問介護（訪問型サービス

Ａ）について、事業者を指定して実施していますが、事業開始から約２年が経過し、

これまでの振り返りとともに、今後の方向性について検討します。

（３） 介護人材確保に向けた取組（計画書Ｐ５９）

介護保険制度の施行後、介護職員は１５年間で３．３倍に増加している一方で、

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年には、さらなる介護人材不足が懸念され

ており、地域包括ケアシステムを支えるその人材の確保が課題となっています。

国及び都では、介護報酬改定を通じた処遇改善の取組や無料の介護職員初任者研

修を開講するなど、人材確保の取組が進められています。

市においても、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスＡを提供する

人材の確保に向けた取組として、養成研修を実施しているところでありますが、引

き続き、国や東京都、介護事業者などとそれぞれの役割の中で連携しながら、介護

人材確保に向けた検討をしていく必要があります。

（４） 高齢者おむつ等給付事業の検討（計画書Ｐ６４）

現在、要介護認定で要支援１から要介護５の方に対して、月額５，０００円を限

度に、おむつの現物給付を実施し、家族の負担軽減を図っています。

第７期介護保険事業計画においては、事業を継続して実施していくこととしてい

ますが、「その給付額等が適正であるかなど、事業の在り方について検討していく。」

としていることから、高齢者おむつ等給付事業について検討します。

３ その他、報告事項

（１） 地域包括支援センターの充実（計画書Ｐ７５）

地域包括支援センターについては、これまで市内に２か所設置して事業を行って

きましたが、第６期あきる野市介護保険推進委員会の報告書の中で「現在の２か所

から、新たに東部地域に１か所設置し、日常生活圏域の数と同じ３か所にする必要

がある。」とされ、それを受け第７期介護保険事業計画において、３か所とするこ

ととしました。

平成３０年度にプロポーザル審査（実施済み）により事業者を選定し、平成３１

（２０１９）年度から３か所となります。

第７期介護保険事業計画においては、「地域の実情に合わせ、地域包括ケアシス

テムを効果的に機能させるため、地域ケア会議等の取組を推進し、機能の充実を図

る。」としており、その運営等については、あきる野市地域包括支援センター運営

協議会で協議していきます。
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（２） 低所得者への保険料軽減（計画書Ｐ１０９）

住民税非課税世帯のうち、特に所得の低い方に対して、平成２７年４月から保険

料の軽減を強化していますが、国が進める社会保障と税の一体改革の取組として、

２０１９年１０月１日の消費税率の引上げに合わせて、さらなる保険料の軽減強化

に取り組んでいくとしています。

このことに伴い、市では、第１段階から第３段階までの所得段階について、平成

３１年度から、国の定める軽減幅の上限を限度に保険料の軽減を実施する予定です。

【低所得者の第１号保険料軽減強化の完全実施に係る国の定める軽減幅の上限】

·第１段階について保険料基準額に対する割合を、０．４５から０．３に軽減する。

※平成２７年４月から一部実施し、割合を０．５から０．４５に軽減している。

·第２段階について保険料基準額に対する割合を、０．７５から０．５に軽減する。

·第３段階について保険料基準額に対する割合を、０．７５から０．７に軽減する。


